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報告書の利用についての注意・免責事項 

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）リヤド事務所が現地会計事務所

International Accountants に作成委託し、2026 年 3 月に入手した情報に基づくものであ

り、その後の法律改正などによって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは作成

委託先の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するも

のではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助

言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にて

ご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助

言を別途お求めください。 

ジェトロおよび International Accountants は、本報告書の記載内容に関して生じた直接

的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、

それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわ

らず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロおよび International 

Accountants が係る損害の可能性を知らされていても同様とします。 

 

本報告書に係る問い合わせ先： 

  

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

リヤド事務所 

E-mail：sar@jetro.go.jp 

  

海外ビジネスサポートセンター/貿易投資相談課  

E-mail : SCB-SUPPORT@jetro.go.jp 
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はじめに 

新投資法と会社法は、サウジアラビアの「ビジョン 2030」を推進する上で前向きな進展

であり、いずれの法律もサウジアラビアにおけるよりダイナミックなビジネス環境と魅力

的な投資環境の醸成を目的とした重要な改革を規定している。 
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新投資法 

 

１. 概要 

 サウジアラビアは「ビジョン 2030」に沿って、新投資法（New Investment Law: 

NIL）とその施行規則（Implementing Regulations: IRs）を公布した。これらはサウジア

ラビア経済の多様化を促進し、世界的な投資拠点としての競争力を高めることを目的とし

ている。 

 新投資法及び施行規則は、2000 年 4 月 10 日（ヒジュラ暦 1421 年 1 月 5 日）付勅令第

M/1 号に基づき発布された外国投資法および、総合投資院（SAGIA：投資省の前身機関）

理事会決議により 2014 年 3 月 13 日（ヒジュラ暦 1435 年 5 月 12 日）付決議第 2/74 号に

基づき発布された施行規則に代わるものであり、2024 年 7 月 22 日（ヒジュラ歴 1446 年

1 月 16 日）付勅令第 M/19 号に基づき、2024 年 8 月 11 日に発布された。2025 年 2 月 12

日（ヒジュラ歴 1446 年 8 月 13 日）から施行している。 

投資法施行規則（以下「施行規則」）は、投資省（MISA）大臣により 2025 年 2 月 7 日

（ヒジュラ歴 1446 年 8 月 8 日）付大臣決議第 1086 号に基づき発布され、2025 年 4 月 25

日（ヒジュラ暦 1446 年 10 月 27 日）から施行している。 

 

２. 新投資法の主な改正点 

・主な改正点は以下の通り。 

 （１） 関連法令に従い、サウジアラビア人、外国人投資家の双方に適用される 

 （２） 経済特区（SEZ）セクターに適用される特定法令を損なうことなく、SEZ 内の投

資家にも適用される 

 （３）株式資本を再定義し、貸付金、債券、金融商品、公的・私的債務証券を含まない

ものとする 

 （４） 一部の及び国家安全保障関連事項を除き、全ての投資家は外国企業の活動が制限

または禁止されている分野を除き、事業範囲を原則自由とする 

 

・新法下では以下の概念が導入される。 

 （１）登録方法：旧制度で求められていた「投資ライセンスの取得」を廃止し、投資省

への登録制度へと変更する。これにより、原則として全事業活動が自由化され、外

資参入制限分野のみ別規定へ移行。また、外国企業は簡易な投資登録制度へ一本化

される。 

 （２）紛争解決方法：投資省は管轄当局と連携し、投資家の苦情を受け付ける体制を構

築する。また、投資家は仲裁、調停、和解などの代替的紛争解決手段を用いて、相

互間の紛争を解決することが認められる。 
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３. 旧投資法との比較要約 

 新投資法 外国投資法（旧法） 

１．適用範囲 サウジアラビア人、外国人投資家の双方

に適用 

外国人投資家のみ適

用 

２．要件 簡素化された投資登録手続き 外国投資家に対する

投資ライセンス取得

要件 

３．待遇 国内外投資家を平等に扱い、同様の状況

下における両者の平等な扱いを促進す

る。 

記載なし 

４．処遇 国内外投資家双方への優遇措置（SEZ 内

での優遇措置など） 

記載なし 

５．投資家に対

する基本的権利 

公正かつ衡平な待遇、知的財産及び営業

秘密の保護、投資の管理及び法的処分に

関する自由、遅滞なく国内外で資金を移

転する自由、行政手続きの円滑化、統計

情報及びデータの提供などの保障。 

記載なし 

６．競争性 公共部門の民間部門（国内外問わず）に

対する非競争性 

記載なし 

７．紛争解決 仲裁、調停、和解などの代替的紛争解決

手段を用いることが認められる。 

記載なし 
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４. 登録方法  

４.１. 手続きとフローチャート 

 

 

４.２. 手順 

 （１）アカウントの作成 

   ・投資省（MISA）オンラインポータル（Invest Saudi プラットフォーム）に登録 

 （２）申請書の提出 

   ・国際標準産業分類（ISIC4）に基づく事業活動及び投資形態を選択する。 

    ※ISIC 検索用のリンクは以下参照 

     https://mc.gov.sa/ar/guides/ISIC4/Pages/default.aspx（アラビア語のみ） 

   ・必要書類をアップロードする。 

   ・手数料を支払う。 

https://mc.gov.sa/ar/guides/ISIC4/Pages/default.aspx
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 （３）登録証明書 

   ・投資省による承認後、オンラインポータルから投資登録証明書をダウンロード

する。 

   ・承認が下りない場合、投資省との調整が必要となる。 

   ・投資登録証明書取得により、投資家は商業省（MoC）のオンラインポータル（サ

ウジビジネスセンター）を通じて会社設立手続きを進めることが可能となる。 

 

４.３. 投資省（MISA）オンラインポータル  

 （１）アカウントの作成 

 

（出所：投資省） 

  

（２）アカウントの作成‐基本情報入力画面 

 

（出所：投資省） 
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（３）アカウントの作成‐ログイン認証情報入力画面 

 

（出所：投資省） 

 

 （４）ログイン画面 

 

（出所：投資省） 
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 （５）ダッシュボード画面 

 

（出所：投資省） 

 

 （６）選択項目画面 

 

（出所：投資省） 

 

 （７）投資登録申請‐ログイン認証情報入力画面  

 

（出所：投資省） 
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（８）投資登録申請‐基本情報入力画面 

 

（出所：投資省） 

 

５. 必要書類 

 書類は投資家が法的に拠点を置く国のサウジアラビア大使館による認証を受ける必要が

ある。必要に応じてアポスティーユを取得する必要もある。 

 （１）商業登録証（Commercial Registration：CR） 

  申請企業の商業登録証の写し。投資家または株主が 2 名以上の場合、全ての商業登録

証の写しが必要となる。 

 （２）定款 

  申請企業の定款（管轄区域によっては設立定款も必要となる場合がある）の写し。投

資家または株主が 2 名以上の場合、全ての定款の写しが必要となる。 

 （３）財務諸表 

  申請企業の直近会計年度の監査済み財務諸表が必要となる。 

 （４）株主決議書 

  サウジアラビアにおける新法人の登録承認がされた決議書が必要となる。決議書には

１．会社名、２．法人形態、３．資本金、ならびに４．会社設立のために任命された

代理人の氏名を記載する必要がある。 

 （５）委任状 

  サウジアラビアにおいて任命されたゼネラルマネージャー（GM）、また投資家に代

わり投資登録、会社設立及びその他の登録事項の申請を行う権限を任命するサウジア

ラビア人への委任状が必要となる。 

 （６）GCC 諸国の国籍を持つ個人の身分証明書の写し 

  パートナーの一人が自然人（個人）で、GCC 加盟国の国籍を有する場合、その身分

証明書の写し（アブシャに情報が登録されていない場合）が必要となる。 

 （７）その他 

  登録対象の活動種類に関連する書類の提出が求められることもある。 
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 ※特別在留許可証（Special Residency Permit）の保持者は上記（１、３、６）の提出が

免除される場合もある。 

 

６. 事業活動に関する条件および制限事項 

６.１. 登録要件‐最低資本 

 
最低資本

(SAR) 
追加要件 

１． 

サウジパートナー

がいる商業活動 

26,666,667 
サウジアラビア人参加率として 25％が必

要。 

２． 

100% 外 国 資 本 の

商業活動 

30,000,000 
少なくとも 3 地域または世界市場での実績が

必要。 

 

６.２. 登録要件‐サウジアラビア人参加率 

 サウジアラビ

ア人参加率 

(%) 

追加要件 

３． 

コミュニケーショ

ン活動 

40％ ‐ 

４． 

支援的コミュニケ

ーション活動 

30％ ‐ 

５． 

サウジパートナー

がいる専門活動 

25％ 

ローカルパートナーと外国人パートナーが

同分野でライセンスを有する必要がある。

また、非専門職のパートナーがいる場合、

その持分は 30%を超えてはならない。 

 

６.３. 登録要件‐追加要件 

 追加要件 

６． 

100%外国資本 

エンジニアリング 

4 カ国での実績、かつ少なくとも 10 年の経験が必要。 
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コンサルティング

活動 

７． 

100% 外 国 資 本 法

律活動 

司法省からの承認書が必要。 

８． 

採用代行および家

事労働者派遣活動 

・申請企業の商業登記簿（少なくとも 3 年間の事業実績を

有すること） 

・申請企業の過去 3 会計年度の財務諸表（サウジアラビア

大使館による認証が必要） 

・派遣国における輸出活動の監督当局発行の業績評価証明

書 

・投資家／投資家国の監督当局が発行する証明書 

 ※当該証明書は、自然人パートナーのいずれに対して

も、名誉毀損または背任罪、あるいは児童保護または

人身取引対策に関連する違反行為について、最終判決

が下されていないことを証明するもの。ただし、当該

パートナーが以下に該当する場合はこの限りではな

い。 

・パートナーのいずれかが、労働力輸出のライセンスを過

去に取得したことがない。または、該当活動を行う会社の

パートナーであったことがあり、そのライセンスが行政の

決定または裁判所の判決により取り消され、少なくとも 5

年が経過していない場合。 

 

６.４. 登録要件‐特別カテゴリー 

事業活動 定義 要件 財務上の考慮事項 

１． 

起業家向け事業所

の登録 

（ Entrepreneurial 

Establishments） 

起業家やスタート

アップであり、サ

ウジアラビア市場

においてより優れ

た差別化された製

品・サービスを提

供するため、 

拡大・成長が可能

な 革 新 的 ・ 卓 越

的・新興技術企業

・企業の場合：取

締役会決議書（サ

ウジでの登録意思

を明記） 

・個人の場合：雇

用 主 か ら の No 

Objection Letterプ

ロジェクト承認証

明 

・登録料 

・年次更新料 

 

※登録承認後、投

資省が決定した全

登録期間の料金を

30 日以内に支払う

義務がある。 
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を設立することを

目指し、 

かつ投資省が承認

した支援機関を有

している。 

・サウジアラビア

の大学や認定ビジ

ネスインキュベー

ターからの支援レ

ターまたは承認証

明書 

２． 

政府契約履行のた

めの仮登録 

（Temporary 

 Registration for 

 Government 

Contracts） 

政 府 /半政 府契 約

を履行するために

一時的な一時的に

投資登録を行う登

録。契約期間終了

と と も に 失 効 す

る。 

・政府機関からの

書簡、または関係

当局が署名した事

業実施契約書の写

し（契約期間を含

む） 

同上 

３． 

科学・技術事務所 

（Scientific and 

 Technical Office） 

現地代理店または

正規販売代理店を

有し、自社の製品

代理店、販売代理

店、および消費者

に対してサービス

を提供することを

目 的 と し た 事 務

所。 

・サウジアラビア

の代理店または正

規販売代理店の認

証写し 

同上 

４． 

経済・技術連絡事

務所 

（Registration for 

Economic and 

Technical Liaison 

Offices） 

市 場 調 査 を 実 施

し、当該調査結果

を自国の関連機関

向けに報告書とし

て作成することを

目 的 と し た 事 務

所。直接的または

間接的にいかなる

契約の締結、商業

活動、投資活動を

行 う こ と を 禁 じ

る。 

・投資省宛て、関

係省庁・政府関連

機関がサウジアラ

ビア国内に事務所

を設置する決定書 

・投資省宛て、外

務省発出の事務所

登録申請書（詳細

な 事 業 内 容 を 含

む）。 

同上 
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６.５. 登録要件‐追加義務 

事業活動 追加義務 

１． 

100%外国資本の

商業活動 

・サウジアラビア人従業員の 30％を訓練すること。 

・最初の 5 年間において以下の基準を達成すること 

 ①人材資源・社会開発省が定める現地化率を達成するこ

と。 

 ②上級管理職ポストへの配置計画を策定・実施し、その継

続を 

  確保すること。 

・サウジアラビア人従業員の 30％を毎年訓練する義務を遵

守する。 

・以下のいずれかの選択肢を達成する義務を遵守しなければ

ならない。 

 オプション①：投資許可取得日から 5 年間にわたり、3 億

サウジ・リヤル以上（うち 3,000 万サウ

ジ・リヤルを会社の現金資本として含む）

を投資する義務を遵守すること。 

 オプション②：投資許可取得日から 5 年間にわたり、最低

2 億サウジ・リヤル（うち 3,000 万サウ

ジ・リヤルを会社の現金資本として含む）

を投資することに加え、最初の 5 年間にお

いて以下の要件の 1 つ以上を達成すること 

事業 最低要件 

製造 当該企業の現地流通製品の 30％以上

はサウジアラビアにおいて製造されな

ければならない。 

研究開発プ

ログラム 

総売上高の 5％以上をサウジアラビア

における研究開発プログラムの設立に

充てる。 

物流と流通 統一センターを設立し、それらのサー

ビスやアフターサービスを提供する。 
 

２． 

駐在員事務所 

・会社の事業内容に関する市場実現可能性調査を実施し、本

調査報告書を本部に提出すること。活動に関する年次要約を

投資省に提出すること。 

・サウジアラビアにおいて直接的または間接的にいかなる契

約の締結、商業活動、投資活動を行うことを禁じる。また、
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サウジアラビア人技術者の訓練に対して報酬を得ることも禁

じる。 

・投資省は、駐在員事務所の活動が認可された目的の範囲を

超えていると判断した場合、ライセンスを取り消すまたは更

新しない権利を有する。 

３． 

経済・技術連絡事

務所 

・活動に関する年次要約を投資省に提出すること。 

・投資省は、駐在員事務所の活動が認可された目的の範囲を

超えていると判断した場合、ライセンスを取り消すまたは更

新しない権利を有する。 

 

７. 所要期間と手数料 

７.１. 所要期間  

10～15 営業日 

７.２. 手数料 

 新投資法導入後、投資省は投資登録申請の新規手数料を公表していない。しかし、申請

が承認されると、投資省オンラインポータルに通知が表示され、申請者は投資省が定める

登録料／年次更新料を後日支払うことを承諾することになる。支払いは、請求額の通知日

から一定期間以内に行う必要がある。支払い期間は 15 日～30 日とされている。 

※通知画面については以下参照。 

 

（出所：投資省） 

（翻訳） 

申請者は、申請承認時に投資省が定める登録料／年次更新料を後日支払うことを承諾

する。当該サービスの支払額通知日から 15 日以内に支払わなければならない。これ

を怠った場合、登録は無効とみなされる。 

 

なお、投資ライセンスの従来の手数料は以下の通り。 

費用項目 費用（SAR） 
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１．年間ライセンス料 2,000 

２．投資省サービスサブスクリプション‐初年度 10,000 

３．投資省サービスサブスクリプション‐次年度以降 60,000 

 

新会社法 

８. 概要 

 新会社法は 2015 年 12 月 4 日（ヒジュラ暦 1437 年 2 月 22 日）に発布された会社法、

およびに 2019 年 9 月 25 日（ヒジュラ暦 1441 年 1 月 26 日）に発布された専門会社法に

代わるものであり、2022 年 6 月 28 日（ヒジュラ歴 1443 年 11 月 29 日）サウジアラビア

内閣決定第 678/1443 号に基づき発布され、2023 年 1 月 19 日（ヒジュラ歴 1444 年 6 月

26 日）から施行している。サウジアラビアのビジョン 2030 に沿って、同国の経済多様化

と外国投資促進の触媒として広く称賛されている。 

 

・ 外国企業の事業活動へ影響が大きい変更点 

 （１）会社設立手続きの簡素化 

 （２）スタートアップ、VC 向けビークル、小規模企業の迅速な設立を目的とした簡易

株式会社（SJSC）の導入 

 （３）株式会社および有限責任会社における年間または中間配当の分配可 

 （４）株主間契約の承認 

 （５）商業省オンラインプラットフォームを通じたデジタル化 

 （６）小規模企業及び零細企業の明確な定義、また外部監査人選任免除等の特定要件の

免除 

 （７）種類株式発行の承認 

 （８）企業の転換、合併、分割に関する規制及び利害関係者の権利義務について明確化 

 

９. 会社登記‐事業体の種類と比較 

 新会社法に基づき、以下の形態の事業体を設立することが可能。 

 

 （１）一般合名会社（General Partnership） 

2 人以上の自然人または法人によって設立され、当該会社の債務及び負債について

連帯かつ個人的に責任を負う。当該会社のパートナーは商人の地位を取得する。 

 （２）有限責任組合（Limited Partnership） 

2 つのパートナーグループによって設立される。一方のグループには、少なくとも

1 人の自然人または法人格を有する無限責任パートナーが含まれ、当該パートナー

は組合の債務及び負債について連帯して責任を負う。他方のグループには、少なく
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とも 1 人の自然人または法人格を有する有限責任パートナーが含まれ、当該パート

ナーは組合の資本に対する持分を超える範囲で組合の債務及び負債について責任を

負わない。当該会社のパートナーは商人の資格を取得しない。 

 

 （３）株式会社（Joint-Stock Company） 

1 人または複数の自然人もしくは法人によって設立され、その資本は譲渡可能な株

式に分割される。会社はその活動から生じる債務及び負債について単独で責任を負

う。株主の責任は引き受けた株式の価額を支払うことに限定される。 

 

 （４）簡易株式会社（Simplified Joint-Stock Company） 

新会社法導入により新たに導入された事業体。簡易株式会社は個人または個人のグ

ループによって設立できる。 

・株式会社に関する以下規定は除く。 

第 61 条：定款情報、第 63 条：設立期間中の株式引受け、 

第 67 条：取締役候補者の指名、第 68 条：取締役の選任、 

第 69 条：取締役会の任期満了または取締役の辞任、 

第 70 条：欠席者の取締役資格の喪失、 

第 71 条：取引および契約における利害関係の開示、 

第 74 条：貸付け契約の締結及び会社資産の処分、第 75 条：会社資産の売却、 

第 76 条：取締役の報酬、第 77 条：取締役会の権限、 

第 78 条：取締役会における権限の委任、第 79 条：会社代表、第 80 条：取締役会、 

第 81 条：代理人による会議出席と取締役会決定の有効性、 

第 82 条：緊急事項に関する決議事項の発行、第 83 条：取締役会議事録、 

第 84 条：株主総会、第 85 条：臨時総会の権限、 

第 86 条：臨時総会による定時総会の決議事項の発行、第 87 条：定時総会の権限、 

第 88 条：定時総会、第 90 条：総会および特別総会、第 91 条：総会の招集、 

第 92 条：通常総会の定足数、第 93 条：臨時総会の定足数、 

第 94 条：総会決定の有効性、 

第 95 条第 1 項：株主総会における議決権行使（会社の定款は、株主総会の決議方法を決め

るものとする。）、第 96 条：総会議題、第 97 条：総会議事録、 

第 98 条：一人会社、第 100 条：書面による決定の通知、 

第 101 条：書面による決定発効の要件、 

第 111 条第 2 項：株式取り引きの制限（会社の定款は株主による株式の買取り請求権を含

む株式の譲渡制限を定めることができる。ただし、かかる制限が株式の譲渡を恒久的に禁

止する結果を招いてはならない。）、 

第 121 条：財務諸表および事業活動報告書、第 122 条：株主への財務諸表の提供およびそ

の提出 

・簡易株式会社の株主は、定款において会社の組織及び業務の手続を定めることが

できる。 
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・株主は、簡易株式会社に適用される規定に関し、株式会社の定時総会及び臨時総

会の法的能力を承継する。別段の定めがない限り、株主は定款において、総会の権

限を承継する者を指定することができる。 

・別段の定めがない限り、簡易株式会社の社長、取締役又は取締役会（いずれか該

当するもの）は、株式会社の取締役会会長及び取締役に付与された全ての権限を行

使し、その法的能力を承継する。 

 

 （５）有限責任会社（Limited Liability Company） 

1 人以上の自然人または法人によって設立され、責任は会社の資産に限定される。

会社の所有者及び出資者は、資本に対する持分に応じて責任を負う場合を除き、か

かる債務及び負債について責任を負わない。有限責任会社は最も一般的な会社形態

である。 

 

【比較分析表】‐事業体 

 一般合名 

会社 

有限責任 

組合 

株式会社

(JSC） 

簡易株式 

会社(SJSC) 

有限責任 

会社(LLC) 

所有 
一 般 パ ー ト

ナー 

一 般 パ ー ト

ナ ー と 有 限

責 任 パ ー ト

ナー 

複数の株主 

※資本は株式

に分割（非公

開/公開） 

個人または個

人のグループ 

複数の株主 

※単一者LLC

も認められて

いる。 

責任 無制限 

一 般 パ ー ト

ナ ー ： 無 制

限 

有 限 責 任 パ

ー ト ナ ー ：

有限 

出資持株分に

限定 

出資持株分に

限定 

会社の資産に

限定 

資本 
パ ー ト ナ ー

により拠出 

パ ー ト ナ ー

により拠出 

最低資本金は

50 万 リ ヤ ル

未満。 

※払込済み資

本金は資本金

の 25 ％ を 下

回ってはなら

ない。 

法定最低資本

金は定められ

ていない。 

業種に応じた

最低資本金要

件 

利子 
非 流 通 型 ス

クーク 

非 流 通 型 ス

クーク 
株式 株式 株式 
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事 業

体の 

主 な

目的 

個 人 ま た は

小 規 模 グ ル

ー プ 間 の 合

弁事業向け 

外 部 投 資 を

必 要 と し 、

サ イ レ ン ト

パ ー ト ナ ー

に と っ て リ

ス ク を 限 定

し た 特 定 の

プ ロ ジ ェ ク

ト向け 

上場を目指す

大企業または

会社向け 

従来 LLC の

制約を受けず

に、柔軟性を

求めるスター

トアップ企業

や中小企業向

け 

柔軟性、有限

責任、所有権

の管理を求め

る企業向け 

 

新会社法は特定の目的のために設立される可能性のある以下の事業体も規定している。 

 

（２）プロフェッショナルカンパニー（Professional Company） 

  一つ以上の専門職の免許を有する一人以上の者、または免許を有する専門職とその他

の者の組み合わせによって設立される会社であり、目的は該当する専門職を営むこ

と。 

 

（３）持株会社、子会社（Holding Company, Subsidiary Company） 

  持株会社：有限責任会社、株式会社または簡易株式会社であり、子会社の設立または

既存の会社に対する株式を所有しそれらを子会社とする会社。 

  子会社：次のいずれかに該当する場合、持株会社の子会社とみなされる。 

   ・持株会社が子会社のパートナーまたは株主であり、かつ当該子会社の資本におけ

る株式を所有し、それにより当該子会社における議決権の過半数を付与される場

合。 

   ・持株会社が経営者の選任または取締役会の過半数の選任を単独で支配するパート

ナーまたは株主である場合、または経営者または取締役会の過半数を解任する権

限を有する場合。 

   ・持株会社が他のパートナーまたは株主との合意に基づき、単独で議決権の過半数

を支配するパートナーまたは株主である場合。 

   ・子会社が持株会社の子会社の関連会社である場合。 

 

（４）外国企業の支店（Branch） 

  外国企業が親会社の子会社としてサウジアラビアで事業を行うことを許可する形態。

名称は親会社の名称に「支店」を含める。 

   ・登録手続き及び必要書類は LLC と同様だが、支店は定款を必要としない。 

   ・支店は総支配人（General Manager）を任命する必要がある。 

   ・支店は、課税所得に対して 20％の法人税が課される。 
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   ・支店は本社の恒久的施設とみなされ、これにより国際税条約（Force of attraction 

rule）に基づき、本社がサウジアラビアにおいて支店活動と類似する活動を直接

行う場合、本社の所得（サウジアラビア国外で得られたものであっても）は支店

によって申告対象となり、サウジアラビアにて課税される。 

   ・支店から本社へ支払われるロイヤルティ、利息及び間接管理費・一般経費の配分

額は、税務上控除対象とはならない。ただし、源泉徴収税の対象となる。 

 

（５） 外国企業の駐在員事務所（Representative Office） 

  市場調査などの非営利活動に限る。直接的な契約の締結、商業活動、投資活動を行う

ことは禁じる。 
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１０. 登録方法  

１０.１. 手続きとフローチャート 
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１０.２. 手順 

 （１）商業省（MoC）のオンラインポータル（サウジビジネスセンター）または

National Unified Access（NAFATH）へアクセスする。 

 （２）事業体の選択 

 （３）会社名の登録 

   ・サウジアラビアの規制に準拠した固有の会社名を選択する必要がある。最近の改

革により、基準を満たす限り、非アラビア語の名称も許可されている。名称の登

録は商業省（MoC）オンラインポータル（サウジビジネスセンター）を通じてオ

ンラインで行う。 

    １．商業省ポータルにログインする。 

    ２．「外国法人の名称登録（Reserve Name for Foreign Entity）」を選択する。 

    ３．必要書類（委任状、親会社の営業許可証、申請者身分証証明書、名称登録申

請書、投資省投資登録証明書）をアップロードする。 

    ４．申請書の提出。 

  （４）事前承認の取得 

    ・特定の業種では商業登録証が発行される前に特別な許可が必要となる。 

     例：金融機関：（SAMA）の承認が必要 

       医療活動：保健省の承認が必要 

       工場および製造施設設立：産業鉱物資源省の承認が必要 

  （５）定款の起草と承認 
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    ・定款は会社の目的、株主の権利、経営体制、ガバナンス方針を明記し、アラビ

ア語で作成し、公証を受ける必要がある。定款の認証はワンストップサービス

を提供しているサウジビジネスセンター（SBC）で直接行うが、準備段階にお

いて商業省ポータルが重要な役割を果たす。サウジビジネスセンターへ直接来

訪し、整理券番号を取得の上、申請書類を SBC 職員に提出し処理を依頼する。 

申請に必要な書類は以下の通り。 

 １．商業省発行の、権限者署名入り書簡 

 ２．委任状原本 

 ３．サウジビジネスセンター（SBC）申請番号 

  （６）資本金 

    ・有限責任会社（LLC）や株式会社（JSC）などの事業体は最低資本金の少なく

とも 25％をサウジアラビアの銀行に預金する必要がある。その後、資本金払込

証明書が発行される。 

  （７）商業省ポータル経由で申請書を提出 

    ・定款、株主の身分証明書、サウジ国内住所証明書、資本金払込証明書を商業省

ポータルを通じてアップロードする。 

  （８）手数料の支払い 

    ・商業登録料は約 6,000 リヤル、更新料は年間約 1,200 リヤル。 

  （９）商業登録証明書の受領 

    ・承認後、商業登録証明書は電子形式（商業省ポータル経由でダウンロード可

能）または郵便サービスにより発行される。 
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１０.３. 商業省（MoC）オンラインポータル‐サウジビジネスセンター 

 （１）オンラインポータルにアクセス 

 

（出所：商業省） 

 

（２）会社設立サービス画面 

 

（出所：商業省） 

 

  

  



Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

  23 

 

 

（３）ログイン画面 

 

（出所：商業省） 

 

（４）事業体の形態、パートナー数入力画面 

 

（出所：商業省） 

 

１１. 必要書類 

 書類は投資家が法的に拠点を置く国のサウジアラビア大使館による認証を受ける必要が

ある。必要に応じてアポスティーユを取得する必要もある。 

 （１）外国企業向け投資登録証明書 

 （２）サウジビジネスセンター発行の会社名登録番号 

   ・名称予約に必要な書類 

     １．名称登録申請書（登録を希望する名称および事業内容を記載したもの） 

     ２．委任状 

     ３．親会社の営業許可証（アラビア語訳付き原本） 
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     ４．申請者身分証証明書 

     ５．投資省投資登録証明書 

 （３）外国投資家情報 

 （４）サウジアラビアにおける新法人の登録を承認する株主決議書 

 （５）株主及び経営陣の身分証明書またはパスポート 

 （６）サウジアラビアにおける総支配人への委任状 

 （７）サウジアラビア人代理人への委任状 

 

１２. 所要期間と手数料 

１２.１. 所要期間 

３～４週間 

１２.２. 手数料 

商業登録料：約 6,000 リヤル、更新料：年間約 1,200 リヤル 

 

１３. その他要件 

１３.１. 会社設立関連 

 ・商工会議所への総支配人署名登録 

 ・商工会議所への E-サービス登録 

 ・労働省（MOL）への企業情報登録および更新 

 ・人材・社会開発省（MHRSD）ポータル（Qiwa ポータル）への登録 

 ・社会保険庁（GOSI）ポータルへの会社情報登録および更新 

 ・内務省（MoI）ポータル（Muqeem ポータル）への登録 

 ・ザカート・税・税関庁（ZATCA）への登録 

 ・サウジ郵便局への国内住所登録 

１３.２. 会社財務関連 

 ・定款に記載された資本金の拠出 

 ・法人銀行口座の開設および最低必要資本金の払込 

 ・サウジアラビアの法律および会計基準に従い、全ての財務取引の記録、会計帳簿およ

び記録の維持、ならびに財務諸表の作成 

 ・監査人の選任（ただし、中小企業など監査が不要な場合は除く） 

１３.３. 会社経営関連 

 ・会社経営者または取締役会役員の任命 

 ・企業の最善の利益のために行動し、利益相反を回避する取締役/経営者の義務を含む、

コーポレートガバナンス規則の遵守 

 ・法人銀行口座を開設し使用する（個人口座の使用を避ける） 

 ・電子決済手段を活用し、データにて請求書を発行・保管する 
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 ・人材・社会開発省（MHRSD）に登録し、法人ファイルを開設するとともに「賃金保

護プログラム」に従業員給与データを登録する 

 ・社会保険庁（GOSI）に登録し、全従業員の義務的社会保障拠出金を納付する 

 ・全従業員契約をデータ化し、必要に応じて事業活動別ライセンスを取得する 

 ・法令遵守及び報告要件の履行 

 

 

二次的必須登録事項 

１４. ザカート・税・税関庁（ZATCA） 

ZATCA：Zakat, Tax and Customs Authority 

 https://zatca.gov.sa/en/Pages/default.aspx 

１４.１. 登録手順 

 ・商業省への登録を完了する。 

 ・商業省への登録後、ザカート・税・税関庁より納税者番号（TIN）が生成される。 

 ・ザカート・税・税関庁のウェブサイトにアクセスする。 

 ・ザカート・税・税関庁電子ポータルで納税者／ザカート納付者アカウントにログイン

する。 

 ・「E-Services」→「Zakat, Tax and Customs Services」へアクセスする。 

 ・ザカート・税・税関庁ウェブサイトにて１．ユーザー名、２．パスワード、３．メー

ルアドレス、４．携帯電話番号を登録する。 

 ・ザカート／所得税登録フォームを完了すｒ。 

 ・申請処理完了通知がザカート・税・税関庁に送信される。 

 ・ザカート／税務登録証明書をダウンロードする。 

 ・ザカート／税務登録証明書を取得後、ERAD（税務関連ポータル）で VAT（付加価値

税）登録を行う。 

１４.２. 必要書類 

 ・商業登録証および定款 

 ・総支配人の身分証明書（滞在許可証（イカーマ）またはパスポート） 

１４.３. 所要期間 

１～２営業日 

 

１５. 商工会議所 

リヤド商工会議所  

https://www.chamber.sa/en/Pages/default.aspx 

 

https://zatca.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.chamber.sa/en/Pages/default.aspx
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１５.１. 商工会議所会員登録 

 （１）登録手順 

   ・サウジビジネスセンターへアクセス 

   ・「Electronic Services」→「Business Operation」→「Federation of Saudi 

Chambers」→「Commercial record list」へアクセス 

   ・商業登録証または Unified National Number を入力し、会員登録リクエストを送

信する。 

 （２）要件 

   ・商業省への登録を完了する。 

   ・サービス料は契約区分によって異なる。 

 （３）会費 

   ・第一区分：金融市場に上場している公開株式会社、資本金が 100 万リヤル超、ま

たは従業員数が 250 名以上の事業所。 

     手数料：5,000 リヤル 

   ・第二区分：資本金が 37 万 5,000 リヤル以上 100 万リヤル以下、または従業員数

が 50 名以上 249 名以下の事業所。 

     手数料：2,000 リヤル 

   ・第三区分：資本金が 37 万 5,000 リヤル未満、または従業員数が 6 名から 49 名ま

での事業所。 

     手数料：1,000 リヤル 

   ・第四区分：資本金が 37 万 5,000 リヤル未満で、設立から 5 年以上経過、従業員

が 5 名以下の事業所。 

     手数料：700 リヤル 

   ・第五区分：資本金が 37 万 5,000 リヤル未満、設立から 5 年未満、従業員が 5 名

以下の事業所。 

     手数料：500 リヤル 

   ・第六区分：資本金が 37 万 5,000 リヤル未満、設立から 5 年未満、かつ従業員が 5

名以下の企業。 

     手数料：200 リヤル 

 

１５.２. 総支配人の署名登録 

 （１）登録手順 

   ・総支配人による商工会議所支部の訪問 

   ・署名申請書の提出 

 （２）必要書類、要件 

   ・投資省投資登録証明書 

   ・商業登録証および定款 
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   ・総支配人の身分証明書（滞在許可証（イカーマ）またはパスポート） 

   ・National Address への登録（サウジアラビア国内住所の登録） 

１５.３. E サービス登録 

 （１）登録手順 

   ・パスポートを用いた登録：総支配人による商工会議所支部の訪問 

   ・国民 ID または滞在許可証（イカーマ）を用いた登録：商工会議所ウェブサイト

経由 

   ・電子サービス利用者登録フォームの記入、提出 

 （２）必要書類、要件 

   ・総支配人の身分証明書（滞在許可証（イカーマ）またはパスポート） 

   ・サウジアラビアの携帯電話番号 

   ・メールアドレス 

１５.４. 所要期間 

１～３営業日  

 

１６. 人材・社会開発省（MHRSD） 

MHRSD：Ministry of Human Resources and Social Development 

https://www.hrsd.gov.sa/en 

 

 就労査証の発給、企業の外国人従業員採用枠の規制、登録企業から別企業への従業員

の移動手続きなどを所管。各種手続きを行うための公式ポータルサイト（QIWA 

Platform）を管轄。ポータル上で、会社のアカウントを登録する。 

ポータルサイト：https://www.qiwa.sa/en 

１６.１. 必要書類 

  ・申請書 

  ・投資省投資登録証明書 

  ・商業登録証および定款 

  ・総支配人の身分証明書（滞在許可証（イカーマ）またはパスポート） 

  ・サウジアラビア人代理人への委任状 

１６.２. 所要期間 

１～５営業日 

１６.３. 手数料 

企業規模、従業員数、サウダイゼーション状況に基づき、固有の手数料を計算する。 

 

  

https://www.qiwa.sa/en
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１７. 社会保険庁（GOSI） 

 GOSI：The General Organization for Social Insurance 

被雇用者の社会保険登録と雇用主による社会保険料の管理を行う政府機関。社会保険法

規の遵守を確保するため、社会保険庁へ登録する。 

１７.１. 所要期間 

１～３営業日 

 

その他登録事項 

１８. NAFATH 

 様々な政府および民間サービスに安全にアクセスできるようにするためのデジタル ID

プラットフォーム（National Unified Access）。 

 

１８.１. 登録手順 

 ・アプリストアから公式 Nafath アプリをダウンロードする。 

 ・国民 ID または滞在許可証（イカーマ）番号を入力し、「Login」または「Register」

をクリックする。 

 ・登録済み携帯番号に送信される SMS コードを入力し、今後のログイン用に PIN、顔

認証を登録する。 

 ・サウジビジネスセンター、Qiwa、その他の政府ポータルにログインする際、国民 ID

または滞在許可証（イカーマ）番号を入力すると、Nafath アプリに通知が表示され

る。 

１８.２. 必要書類、要件 

 ・国民 ID または滞在許可証（イカーマ） 

 ・サウジアラビアの携帯電話 

 ・セルフサービス端末で、サウジアラビア政府が運営する各種サービスが利用できるデ

ジタルプラットフォームであるアブシャサービスの登録とアクティベーションを完了

する。 

 

１９. 内務省（MoI）  

  MoI：Ministry of Interior 

外国人従業員の滞在資格や出入国などを管理できる公式デジタルプラットフォーム

（Muqeem）を管轄。アカウントを登録する。 

１９.１. 登録手順 

 ・「Register」→「New Request」→「Organization type」→「Package」 

 ・申込書に記入し、商工会議所による申込書の認証を受け、申請する。 
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 ・手数料の支払いをし、登録を有効化する。 

１９.２. 必要書類、要件 

 ・国民 ID または滞在許可証（イカーマ） 

 ・サウジアラビアの携帯電話 

 

登録後の要件 

２０. 違反および罰則 

２０.１. 投資省 

 Investor Guide 12th Edition 05-2025 に記載されている。 

 （１）重大違反一覧 

   １．投資登録未登録での投資活動実施すること。 

   ２．免除活動を承認なしで実施、または承認失効後に継続すること。 

   ３．制限付き活動の所有権を事前承認なしで変更すること。 

   ４．虚偽または誤った情報を省庁に提供すること。 

   ５．監督官の業務を妨害または阻止すること。 

 （２）軽微違反 

   １．登録更新を行わずに投資活動を継続すること。 

   ２．要求された書類・情報を提出しないこと。 

   ３．事業所の所在地変更を 10 営業日以内に通知しないこと。 

   ４．アカウント管理者情報の変更を 10 営業日以内に通知しないこと。 

   ５．許可された活動の必須条件を遵守しないこと。 

２０.２. 商業省 

 違反および罰則は会社法第 13 章（第 260 条から第 264 条）に規定されている。 

https://mc.gov.sa/en/Regulations/Pages/details.aspx?lawId=ea0fc797-4127-4667-

962d-aec400ee9f72 

 

２１. 遵守要件 

要件 提出先 期限 頻度 備考 

法人税／ 

ザカート申告書 

ザカート・

税・税関庁 

年度末から

120 日以内

（パートナー

シップ/合弁事

業の場合は 60

日以内） 

年次 取引報告書

（TP フォー

ム）および宣

誓供述書と併

せて提出す

る。 

納税申告証明書 ザカート・

税・税関庁 

年度末から

120 日以内

年次 所得税納税者

において総収

https://mc.gov.sa/en/Regulations/Pages/details.aspx?lawId=ea0fc797-4127-4667-962d-aec400ee9f72
https://mc.gov.sa/en/Regulations/Pages/details.aspx?lawId=ea0fc797-4127-4667-962d-aec400ee9f72
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（パートナー

シップ/合弁事

業の場合は 60

日以内） 

入が 100 万リ

ヤル以上の場

合に必要。 

月次源泉徴収税

申告書 

ザカート・

税・税関庁 

各月末日から

の 10 日以内 

月次 非居住者への

課税対象とな

る支払いが発

生しない場合

には不要。 

年次源泉徴収税

申告書 

ザカート・

税・税関庁 

年度末から

120 日以内

（パートナー

シップ/合弁事

業の場合は 60

日以内） 

年次 月次源泉徴収

税申告書を提

出した場合に

必要。 

契約情報書 ザカート・

税・税関庁 

新規契約締結

後 3 カ月以

内、または契

約解除後 30 日

以内 

契約締結時 契約/発注書の

金額が 10 万リ

ヤル以上また

はその見込み

がある場合。 

付加価値税還付

申請書 

ザカート・

税・税関庁 

付加価値税期

間の翌月末日

まで 

月次または 

四半期ごと 

収益が 4,000

万リヤルを超

える場合。 

社会保障保険料 社会保険庁 月末から 15 日

以内 

月次  

監査済み 

財務諸表 

商業省 会計年度末か

ら 6 カ月以内 

年次  

 ※他政府機関からも書類・情報の提出を求める場合があるが、適切な通知のもと行われ

る。 

 

２２. 登録解除 

２２.１. 投資登録解除 

 ・投資省アカウントにログイン 

 ・「Services」→「Investment Registration Services」→「Voluntary 

Cancellation of Investment Registration」 

 ・投資登録の任意取消し申請を提出 
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 ・申請書類に不備がある場合、投資省は投資家に連絡をする場合がある。 

 ・投資登録の任意取消し申請後、商業登録証の取消しを申請する。 

 

２２.２. 商業登録解除 

 ・商業登録およびその他登録の抹消に伴う投資省からの通知書を提出する。 

 

地域統括会社（REGIONAL HEADQUARTER, RHQ） 

２３. 概要 

 地域統括会社誘致プログラムは 2021 年に開始されたもので、投資省とリヤド市王立委

員会（RCRC）による共同イニシアチブであり、サウジアラビアを多国籍企業の地域統括

会社（以下、RHQ）誘致における主要な地域として位置付けることを目的としている。同

プログラムは、サウジアラビアの経済強化と多様化を目指すビジョン 2030 構想の一環を

形成している。RHQ は中東・北アフリカ地域（MENA）で事業を展開する支店、子会

社、関連会社を支援し、管理、戦略的方向性を提供することを目的とする。 

 

・プログラムの主な目的 

 １．2030 年までに RHQ をサウジアラビアに誘致・移転させること。 

 ２．RHQ が中東・北アフリカ地域における管理権限の中心として機能すること。 

 ３．中東・北アフリカ地域向けに高度な才能を持つ幹部・上級管理職をサウジアラビア

に誘致・確保すること。 

 

・必須活動：地域戦略策定と戦略的管理機能 

 １．RHQ の地域戦略策定機能には以下が含まれる。 

  (a)地域戦略策定と監視、(b)戦略的整合性の調整、(c)製品およびサービスの地域への

定着、(d)買収、合併、事業売却の支援、(e)財務実績のレビュー。 

 ２．RHQ の戦略的管理機能には以下が含まれる。 

  (a)事業計画策定、(b)予算編成、(c)事業調整、(d)新規市場機会の特定、(e)地域市

場・競合他社・事業運営のモニタリング、(f)地域向けマーケティング計画、(g)事業

運営・財務報告。 

・任意活動は以下の通り。 

  (a) 販売・マーケティング支援、(b) 人事・労務管理、(c) 研修サービス、(d) 財務管

理・外国為替・資金管理センター業務、(e) コンプライアンス・内部統制、(f) 経理、

(g) 法務、(h) 監査、(i) 調査・分析、(j) コンサルティングサービス、(k) 業務管理、

(l) 物流・サプライチェーン管理、(m) 国際貿易、(n) 技術支援・エンジニアリング支

援、 (o) IT システムネットワーク運用、(p) 研究開発、(q) 知的財産権管理、(r) 生産

管理、(s) 原材料・部品調達。 
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・インセンティブ  

 １．法人税免除（30 年間） 

 ２．承認された RHQ 活動に関連する源泉徴収税免除（30 年間） 

 ３．サウジアラビア人雇用義務（サウダイゼーション）の免除（10 年間） 

 ４．ビザの発給制限の適用除外と早期取得 

 ５．駐在員の配偶者の就労許可の供与（Ajeer プログラム） 

 ６．RHQ 従業員の扶養家族の年齢引き上げ（18 歳から 25 歳へ） 

 ７．医療・技術分野の資格認定を除き、RHQ 従業員の職業資格認定要件免除 

 ８．プレミアム居住権の供与（最高幹部とその家族向け） 

 ９．投資省による包括的サービス（ビジネスおよび個人生活）の提供 

 １０．政府調達への参加 

 

２４. 登録要件および手続き  

※Investor Guide 12th Edition 05-2025 参照 

 企業が RHQ を設立する場合、投資省に投資登録を行う必要がある。地域統括投資登録

後、企業は商業省への登録手続きおよびその他の二次的必須登録手続きを行う。 

 

２４.１. 必要書類 

  ※法的に拠点を置く国のサウジアラビア大使館による認証を受ける必要がある 

 （１）商業登録証または営業許可証の写し 

 （２）サウジアラビアおよび当該企業本社所在地国を除く、少なくとも 2 か国で発行さ

れた商業登録証または営業許可証の写し 

 （３）前会計年度の年次監査済み連結財務諸表 

 

２４.２. 要件  

 （１）サウジアラビアおよび当該企業本社所在地国を除き、子会社または支店を通じ

て、少なくとも 2 つの異なる国に事業拠点を有している。 

 （２）サウジアラビア国内で登記された子会社・支店であること。 

 （３）収益を生み出す商業活動を直接行ってはならない。 

 （４）ライセンス取得後 6 ヶ月以内に、RHQ 必須活動を開始しなければならない。 

 （５）ライセンス取得後 1 年以内に、少なくとも 3 つの任意活動を開始しなければなら

ない。 

 （６）必須活動の実施は、企業の本社または他の地域本部において培われた関連する技

能と知識を有している必要があり、そのうち少なくとも 3 名の従業員は執行役員レベ

ルおよび副社長レベルでなければならない。 
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 （７）ライセンス取得後 1 年以内に、常勤従業員を少なくとも 15 名雇用しなければな

らない（上記上級管理職を含む）。 

 （８）RHQ ライセンスは、以下のいずれかの状況において、投資省により取消される

ことがある。１．必須または任意活動を開始しないこと、また期間内に最低限の従業

員数を雇用しないこと。２．必須活動の停止、または 3 つの任意活動の停止。３．

RHQ ライセンス条件のいずれかの不履行。４．その他、投資省が定めるライセンス

規定の違反で「取消事由」に該当するもの。 
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付録 関連資料 

Appendix 1 MISA Investment Registration Certificate 

 

（出所：International Accountants） 

 

Appendix 2a Commercial Registration QR Code 

 

（出所：International Accountants） 
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Appendix 2b Commercial Registration Certificate 

 

（出所：International Accountants） 
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Appendix 3 ZATCA Registration Certificate 

 

（出所：International Accountants） 
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Appendix 4 VAT Registration Certificate

 
（出所：International Accountants） 
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Appendix 5 QIWA Nationalization Certificate 

 

（出所：International Accountants） 
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Appendix 6 Chamber of Commerce Certificate 

 

（出所：International Accountants） 
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Appendix 7 GOSI Registration Certificate 

 

（出所：International Accountants） 


